田野畑村空き家バンク設置要綱
（設置）

第１条　この要綱は、田野畑村における空き家の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度（以下「空き家バンク」という。）について必要な事項を定めるものとする。
（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)　空き家　個人が居住を目的として建築し、現に居住していない（近く居住しなくなる予定のものを含む。）村内に存在する建物をいう。

(2)　所有者等　空き家に係る所有権を有し、当該空き家の売買、賃貸を行うことができる者をいう。
(3)　空き家バンク　空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申し込みを受けて登録された情報を、村内への定住を目的として、空き家の利用を希望する者に対し、提供するシステムをいう。
（適用上の注意）
第３条　この要綱は、空き家バンク以外による空き家、宅地の取り引きを妨げるものではない。
（空き家の登録申し込み等）
第４条　空き家バンクに空き家に関する情報の登録を希望する所有者等は、空き家バンク登録申込書（様式第1号）を村長に提出しなければならない。

２　村長は、前項の規定による登録の申し込みがあったときは、その内容等を確認のうえ、空き家バンク登録台帳（以下「登録台帳」という。）に登録するものとする。

３　村長は、前項の規定により登録したときは、空き家バンク登録完了通知書（様式第2号）により申し込み者に通知するものとする。
（登録事項の変更）
第５条　前条第3項の規定により通知を受けた所有者等（以下「登録者」という。）は、登録事項に変更があったときは、変更内容を速やかに村長へ届け出なければならない。
（情報の登録取り消し）
第６条　村長は、登録者から空き家バンク登録の取り消しの届け出があったとき、または登録から2年を経過したときは、登録を取り消すものとする。ただし、登録から2年が経過したことにより登録を取り消した物件については、改めて登録の申し込みを行うことができるものとする。
（利用者の登録）

第７条　空き家バンクを利用し、空き家等の紹介を受けようとする者（以下「利用者」という。）は、空き家バンク利用登録申込書（様式第3号）を村長に提出しなければならない。

２　村長は、前項の規定により申し込みがあり、その内容を確認のうえ、利用者として適当であると認めるときは、空き家バンク利用者台帳（以下「利用者台帳」という。）に登録するものとする。
（利用者の登録抹消）
第８条　村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用者の登録を抹消するものとする。
(1)　利用者本人から登録抹消の申し出があったとき。
(2)　利用登録申込書の内容に虚偽があったとき。

(3)　空き家、宅地等を利用することにより、公の秩序を乱し、または善良な風俗を害する恐れがあると村長が認めるとき。
（情報の提供）
第９条　村長は、必要に応じて、登録者又は利用者に対して登録台帳及び利用者台帳に登録された情報を提供するものとする。
２　村長は、登録者および利用者による空き家の売買、貸借等の交渉および契約について、直接これに関与しない。
（個人情報の取り扱い）

第10条　登録者および利用者ならびにその登録があった者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)　情報バンクから知り得る個人情報（以下「個人情報」という。）を他に漏らし、または自己の利益もしくは不当な目的のために取得、収集、作成および利用をしないこと。

(2)　個人情報を村長の承諾なくして複写し、または複製しないこと。

(3)　個人情報を毀損および滅失することのないように適正に管理すること。

(4)　保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(5)　個人情報の漏洩、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに村長に報告し、その指示に従うこと。
（補則）
第11条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附　則
この要綱は、平成20年5月9日から施行する。

空き家バンクに関する運用規定
（目的）

第１　この運用規定は、「空き家バンク設置要綱」に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

（登録できない者）

第２　同要綱第4条に基づく登録ができない者は次のとおりとする。
(1)　営利を目的として家屋、宅地を貸し出している者

(2)　国税、地方税および公共料金等を滞納している者

(3)　村長が公共の秩序を乱す恐れがあると認めた者
（利用できない者）

第３　同要綱第7条に基づく利用ができない者は次のとおりとする。
(1)　営利を目的として家屋、宅地を貸し出している者

(2)　国税、地方税および公共料金等を滞納している者

(3)　田野畑村営住宅条例第5条第1項(6)に該当する者
(4)　村長が公共の秩序を乱す恐れがあると認めた者
「空き家バンク」　フローチャート
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